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＜組合員情報＞： 
大阪商業大学で講演します： 
組合員の有限会社三好商店の三好社長が、『安心・安全な豆腐造りで社会に貢献』というテーマで講演会を行うことになりま

した。これは地域産業振興の一環として、学生及び一般の方々に、不況の中でも頑張っている事業主の生の声を伝えて、少し

でも産業振興に役立てばという試みの一つです。 
日時は、平成24年12月13日（木） 午後2時20分から午後4時まで 
場所は、大阪商業大学 ユニバーシティホール蒼天です。 
お時間のとれる方は、是非ご参加ください。人数は230名程度ならいけるそうです。 

 

＜事務局情報＞： 
平成24年8月24日（金）に「総代会」開催します： 
今年も決算を終え平成 24 年 6 月末日で終了した事業年度の事業報告とそれに基づく決算承認等をいただくため、総代会を

開催します。総代の方々は出席をお願いします。日時は 8 月 24 日（金）の午後2 時から 4 時で、場所は例年通り永和の東大

阪市民会館です。（今回は日程が地蔵盆に重なってしまい申し訳ございません。来年から気を付けます。） 
なお、総代会の準備等のため24日（今週金曜日）は午後から事務局は不在となりますので、ご注意願います。 
 

事務局もＡＬＳＯＫ（アルソック）いれました： 
8月10日から事務局も組合員の方々の個人情報が盗難等により外部流出しないように、総合警備保障株式会社（ＡＬＳＯＫ）

に警備をお願いすることにしました。ＡＬＳＯＫにしたのは、事務局の仁井さんの友人が大阪の営業担当になっているからで

すが、かなり安くしていただきました。組合員の皆さんで、警備を検討されておられるなら、ご紹介しますので、気楽に声を

かけてください。 
 

近畿税理士会からのお知らせがあります： 
 最近東大阪市内の税理士を名乗って、『国税当局があなたの過去の申告について、脱税の疑いをもっているので、未然に防ぎ

たいなら、金銭（10万円）を送付してもらいたい』というような内容の文章を納税者のところに送りつけているので注意して

下さいという連絡がありました。新手の「振り込み詐欺」のようですが、例え脱税を疑われたとしてもお金で未然に防げるこ

とはありませんので、このような文章がもし送られてきても、無視願います。 
 
税務署から「資料せん」提出のお願いがきていると思いますが、毎年どうしたらいいのかという相談があります： 
 立場上「無視していい」とは言えませんが、この「資料せん」の作成には相当手間がかかるし、間違った情報は出したらい

けないし、また税務署に提出した資料についてはその控えをとっておくのが普通なので、コピー代もかかります。以前組合員

からどうしたらいいのかと尋ねられたので、2～3の税務署に電話して以下のように聞いてみました。 
 
『「資料せん」の提出依頼がきたので協力したいのだが、依頼内容をみてみると例えば売上仕入先について一回の決済額が 10
万円以上のものを全て出せとか、非常に細かい指示なので、物理的に対応しきれない。またやろうとしても、従業員にそのた

めに残業を強いることになる。さらにコピー代等の経費もかかるが、これらは税務署に請求したら支払ってくれるものなのか？

日常業務も人手不足でやっているので、少しくらいの手間なら協力はしたいが、これほど細かな要請に応じてもらいたいとい

うのなら、そのために係る実費（残業代等）くらいは負担するのが礼儀ではないのか？また間違った情報は出せないので、非

常に気を使うし、もし提出しなかったら税務署に目をつけられるのではないかと思ってしまう。』 
 

 

これに対して対応していただいた税務署員は全員、実費等を支払うことはできないと思うこと。この提出依頼はあくまでもお

願いで、例え提出されなくても、ご迷惑をおかけすることはないこと。また実際には多くの未提出者がいること等をすまなそ

うに説明してくれました。 できるだけ協力してあげて下さい。 


